
事業主の皆さまへ

日本年金機構からのお知らせ
令和８年４月号

裏面へつづく

お願い 従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願いします

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

ねんきんネット 検索

ねんきんネットの詳細や利用方法等は、こちらからご確認ください。

ねんきんネットは、ご自身の年金記録の確認や年金見込額の試算がオンライン上で行えるサービスです。

ご案内 情報や通知書の受け取りはオンライン事業所年金情報サービスが便利です

『オンライン事業所年金情報サービス』は、毎月の社会保険料額等の各種情報・通知書をオンラインで受け
取れるサービスです。以下のような情報が受け取れます。

名称 概要 メリット

保険料納入告知額･
領収済額通知書

社会保険料を口座振替で納付する事業所
に、当月の口座振替額と前月の領収済額
をお知らせする通知書

紙で届く内容が電子データで受け取れるため、
ペーパーレス化できます。

社会保険料額情報 月末に納付していただく社会保険料の
見込額の情報

社会保険料額を、毎月20日頃に郵送で届く紙の
通知よりさきに知ることができます。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/online_jigyousho.html

オンライン事業所年金情報サービス 検 索

ご登録方法はカンタンです！こちらからご確認ください

左の二次元コードから、ねんきんネットの登録方法や各種通
知書のペーパーレス化の操作手順など、ご案内のパンフレッ
トが確認できます。従業員の方への周知にご活用ください。

機能や登録方法は
動画でもご紹介し
ています。

厚生年金保険料等の納付期限は、毎月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)です。
納付がなかった場合は、「厚生年金保険料等納入コールセンター」から今後の納付方法等についてご案内
しています。後日お手元に届く督促状に記載されている指定期限までに納付がなかった場合は、延滞金が
発生します。厚生年金保険料等の期限内納付にご理解とご協力をお願いします。

なお、納め忘れの防止には、口座振替が便利です。一部ネット銀行も利用可能です。詳細は、裏面下部の
URLまたは二次元コードから「日本年金機構からのお知らせ特集ページ」をご確認ください。

※厚生年金保険料等納入コールセンターの電話番号は発信専用のため、折り返しのお電話をお受けできません。
お問い合わせの際は、管轄の年金事務所（厚生年金徴収担当課）にご連絡ください。

お願い 保険料の納め忘れがあると、コールセンターから電話をすることがあります

Point１
マイナポータルから
簡単ログイン

年金記録はオンラインで
いつでも確認

Point２
年金見込額を
オンラインで試算

Point３
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「日本年金機構からのお知らせ」の
補足情報等を掲載しています。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kikou-
oshirase.html

https://x.com/Nenkin_Kikou https://www.facebook.com/
profile.php?id=61575964302278

https://www.facebook.com/
profile.php?id=61576205463510

日本年金機構からのお知らせ特集ページ 日本年金機構 公式ＳＮＳ

日本語 英語・やさしい日本語

年金だより

年金委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けて、政府が管掌する厚生年金保険や国民年金の事業について、
地域や会社内で啓発、相談、助言などの活動を行う方々です。
活動範囲によって「職域型」と「地域型」の２種類があり、ここでは主に事業所内で活動いただく、職域型
年金委員をご案内します。詳細は下部のURLまたは二次元コードから「日本年金機構からのお知らせ特集
ページ」をご確認ください。
（主な活動内容）
○日本年金機構からお送りする公的年金制度に関するポスターやリーフレットの掲示、設置、配架
○制度や事務手続きに関する年金委員研修会への参加 等

【職域型年金委員推薦のお願い】
職域型年金委員を設置されていない事業所は、厚生年金保険に関する事務の担当者あるいは過去に担当し
ていたことがある方などを、ぜひ年金委員へご推薦ください。
また、職域型年金委員の方が退職や人事異動などで交代するときは、手続きが必要となります。その際は、
後任の年金委員の推薦にご協力をお願いします。ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所までお
問い合わせください。

年金委員のご案内

年金委員とは

ご案内 「被扶養者（異動）届」添付書類省略時の記入方法

続柄確認済み□チェックボックスのレ点がもれている場合、
届書をお戻しすることになりますので、ご提出の際に今一度
ご確認をお願いいたします。

扶養認定を受けるために「被扶養者（異動）届」を提出する際、次のいずれにも該当するときは、続柄確
認のための添付書類を省略することができます。

①被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。
②扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載している
 こと。
※②については、被扶養者欄の備考にある「続柄確認済み□チェックボックス」にレ点を入れることで、
記載に代えることができます（扶養認定を受ける方が複数の場合、それぞれチェックが必要です）。

※上記に該当しない場合は、次のいずれかの書類を添付して
ください。（コピー不可。提出日から90日以内に発行されたものに限る。）
・扶養認定を受ける方の戸籍謄（抄）本
・住民票の写し（被保険者が世帯主で、扶養認定を受ける方と同一世帯である場合に限る）

②
①
①
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